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任
を
受
け
た
経
営
者
が
事
業
を
行
っ
て

得
た
利
益
を
株
主
に
配
当
す
る
会
社
を

指
す
。
合
同
会
社
は
、
平
成
18
年
の
会

社
法
施
行
に
伴
い
新
設
さ
れ
た
法
人
形

態
で
あ
り
、
株
式
会
社
に
比
べ
て
手
続

き
や
費
用
が
少
な
い
形
態
だ
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
は
、
特
定
非
営
利
活
動
を
行
う
こ

と
を
主
な
目
的
と
し
、
特
定
非
営
利
活

動
促
進
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設

立
さ
れ
る
法
人
で
あ
る
（
図
表
１
）。

　

こ
れ
ら
の
法
人
等
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

前
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
見
て
お
け
ば
、
企
業
の
概
要

が
つ
か
め
、
話
題
の
材
料
と
し
て
も
活

用
で
き
る
。
訪
問
先
の
企
業
も
、
自
社

の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
と
分

か
れ
ば
悪
い
気
は
し
な
い
。
逆
に
、
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
も
見
ず
に
訪
問
し
、
そ
れ

が
先
方
に
分
か
っ
て
し
ま
う
と
、
悪
い

印
象
を
持
た
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
何

も
対
民
間
企
業
に
限
っ
た
話
で
は
な

く
、
後
述
す
る
Ⅱ
〜
Ⅴ
の
事
業
者
を
訪

問
す
る
際
の
準
備
で
も
共
通
す
る
留
意

点
で
あ
る
。

　

サ
イ
ト
閲
覧
時
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
は
次
の
と
お
り
だ
。

①
社
名
（
商
号
）

問
営
業
で
成
果
を
あ
げ
る
た
め

に
は
、
対
象
と
な
る
事
業
所
を

訪
問
す
る
前
の
準
備
が
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
経
営
者
や
幹
部
と
面
談
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
事
業
形
態
、
既
存
の

融
資
取
引
、
業
界
動
向
・
課
題
な
ど
の

基
礎
知
識
が
な
い
と
、
相
手
に
「
こ
の

担
当
者
は
勉
強
し
て
い
な
い
」
と
見
透

か
さ
れ
、
信
頼
・
信
用
の
獲
得
に
つ
な

が
ら
な
い
。
そ
れ
は
預
か
り
資
産
営
業

で
あ
っ
て
も
同
様
だ
。

　

準
備
を
通
し
て
、
そ
の
事
業
所
が
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
把

握
し
て
お
こ
う
。
実
際
の
訪
問
営
業
で

は
、
事
前
に
得
た
情
報
を
活
用
し
、
タ

イ
ム
リ
ー
な
話
題
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
会
話
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
心
が

け
る
こ
と
が
成
功
の
カ
ギ
を
握
る
。
以

下
で
は
、
訪
問
営
業
に
際
し
て
知
っ
て

お
く
べ
き
事
業
所
の
基
礎
知
識
や
ア
プ

ロ
ー
チ
方
法
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

訪
問
先
の
自
社
サ
イ
ト
で 

事
業
等
の
特
徴
を
つ
か
む

Ⅰ　

株
式
会
社
等

　

株
式
会
社
は
、
株
式
を
発
行
し
て
株

主
か
ら
資
金
を
調
達
し
、
株
主
か
ら
委

訪

図表１　株式会社・合同会社・NPO法人の特徴

株式会社

取締役兼出資者1名でも設立できる

一般的に知られている法人形態

所有と経営の分離がされている

出資者は有限責任を負う

合同会社

社員兼出資者1名でも設立できる

法人形態の知名度が低い

所有と経営が分離していない

出資者は有限責任を負う

NPO法人

資本金や定款手数料などの実費が不要

設立申請書の審査に時間がかかる

10人以上の社員が必要

活動の分野が20種類に限定されている

税制の優遇措置が受けられる

訪問営業にあたって
知っておくべき事業所の
基礎知識 　事業所の種類ごとに、その特徴とアプ

ローチポイントを解説する。
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こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
事
業
か
法
人
組

織
か
が
分
か
る
。
法
人
で
あ
れ
ば
株
式

会
社
、
合
同
会
社
、
有
限
会
社
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
、
協
同
組
織
な
ど
の
見
分
け
が

つ
く
。

②
代
表
者
の
挨
拶

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
そ
の
企
業
の

代
表
者
が
挨
拶
と
い
う
形
で
自
社
の
目

的
、
方
針
、
目
標
な
ど
を
述
べ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
企
業
の
経
営
理
念

を
あ
る
程
度
つ
か
め
る
。

③
所
在
地

　

本
社
の
み
な
ら
ず
支
社
、
支
店
、
流

通
セ
ン
タ
ー
や
工
場
の
場
所
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
業
務
エ
リ

ア
が
把
握
で
き
る
。
写
真
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
場
合
、
さ
ら
に
詳
し
い
概
況
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

④
資
本
金
・
従
業
員
数

　

財
務
諸
表
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
少
な
い
が
、
資
本
金
や
従
業
員
数

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
お

れ
て
い
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
押
さ
え

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

⑨
主
要
取
扱
商
品

　

実
際
に
ど
の
よ
う
な
製
商
品
を
扱
っ

て
い
る
の
か
を
よ
く
見
て
お
く
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
内
容
を
話
題
に
す

る
と
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
が
円
滑
に
進
む

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
当
然

な
が
ら
サ
イ
ト
だ
け
で
す
べ
て
を
把
握

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
と
も

と
企
業
の
Ｐ
Ｒ
、
製
品
の
広
告
宣
伝
、

ネ
ッ
ト
販
売
や
人
材
の
採
用
が
主
な
目

的
で
あ
り
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
企
業
情

報
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ

う
。

労
働
集
約
型
で
あ
る
た
め 

職
員
ら
の
待
遇
を
把
握

Ⅱ　

医
療
法
人

　

医
療
法
人
は
、
医
療
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
病
院
、
診
療
所
ま
た
は
老
人
保

健
施
設
を
開
設
・
所
有
し
よ
う
と
す
る

社
団
・
財
団
が
都
道
府
県
知
事
の
許
可

を
受
け
設
立
さ
れ
る
特
別
法
人
で
あ
る

（
図
表
２
）。
医
療
の
非
営
利
性
を
保

ち
つ
つ
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
で
、

医
療
経
営
の
安
定
性
、
継
続
性
を
確
保

す
る
目
的
が
あ
る
。

　

融
資
取
引
に
つ
い
て
は
、
賞
与
、
納

税
資
金
を
除
い
て
短
期
的
な
資
金
需
要

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
診
療
報
酬
の
現
金

化
に
は
約
２
カ
月
程
度
を
要
す
る
た

め
、
病
院
の
収
支
ズ
レ
は
一
般
的
に

１
・
５
カ
月
程
度
に
な
る
も
の
の
、
患

者
負
担
現
金
収
入
が
あ
る
た
め
だ
。

　

一
方
、
決
算
書
上
で
は
病
院
建
物
に

か
か
る
減
価
償
却
費
や
賃
貸
料
、
医
療

機
器
の
減
価
償
却
費
や
リ
ー
ス
料
等
の

費
用
が
大
き
い
。
規
模
や
機
能
を
考
慮

せ
ず
、
必
要
以
上
に
高
度
な
設
備
や
割

高
な
も
の
を
購
入
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。

　

ま
た
、
病
床
規
制
が
あ
り
、
原
則
と

し
て
病
床
は
増
や
せ
な
い
が
、
病
床
を

増
や
す
手
段
と
し
て
、
後
継
者
難
の
病

院
な
ど
他
の
病
院
を
買
い
取
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
自
行
庫
と
ど
ん
な
取
引
を
行

っ
て
い
る
（
行
お
う
と
し
て
い
る
）
の

か
、
法
人
担
当
者
に
し
っ
か
り
と
聞
い

て
お
こ
う
。

　

医
療
法
人
は
労
働
集
約
的
産
業
で
あ

る
の
で
、
医
療
法
人
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

方
法
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
不
満
は
な

い
か
、
定
着
率
・
退
職
率
は
ど
う
か
な

お
よ
そ
の
企
業
規
模
を
把
握
で
き

る
。

⑤
沿
革

　

創
業
年
月
日
、
創
業
者
や
現
在
ま

で
の
大
き
な
出
来
事
が
記
載
さ
れ
て

お
り
、
業
歴
が
分
か
る
。

⑥
主
な
取
引
先

　

知
名
度
の
高
い
取
引
先
や
自
行
庫

の
取
引
先
が
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
の
で
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
。

⑦
業
種
・
業
態

　

製
造
業
、
小
売
業
、
卸
売
業
や
サ

ー
ビ
ス
業
と
い
っ
た
業
種
・
業
態
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
事
業
内
容

　

具
体
的
な
事
業
内
容
や
、
そ
の
企

業
の
強
み
、
Ｐ
Ｒ
ポ
イ
ン
ト
が
書
か

図表２　医療法人の特徴

理事長は原則として医師または歯科医師でなければならない

社員総会が法人の意思決定機関。理事会は社員総会で決定され
た事項を執行する機関

社員総会の議決権は出資持分に関係なく1社員につき1議決
権。出資持分がなくても社員になれる

メディカルサービス法人（医療法人の経営を補う法人）を利用
することにより営利活動が可能。不動産賃貸、薬品・材料の販
売、医療事務の請負業務などの所得分散のメリットがある


